
議案第８１号 

   大口町高齢者サービス調整会議設置条例の制定について 

 大口町高齢者サービス調整会議設置条例を別紙のように定めるものとする。 

  平成２６年１１月２６日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４

第３項に規定する付属機関として、高齢者の生活の質の向上に関する必要な事項を

審議する大口町高齢者サービス調整会議を設置することに伴い、この条例を制定す

るため必要があるからである。 



   大口町高齢者サービス調整会議設置条例 

 （設置） 

第１条 高齢者に対し、その心身の健康の保持、向上及び生活の安定に必要な保険、

福祉、医療等に係る最も適切な各種サービスを提供し、もって高齢者の生活の質

の向上を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき、大口町高齢者サービス調整会議（以下「調整会議」という。）

を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 調整会議は、次の事項を所掌する。 

 (1) 町職員、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に

定める地域包括支援センター（以下「支援センター」という。）職員、介護支

援専門員等の訪問、相談活動等を通じて、地域の高齢者のニーズの把握並びに

各種サービスを総合的に調整及び推進すること。 

 (2) 高齢者の心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の調

整及びサービス提供計画の策定をすること。 

 (3) サービス提供機関のサービス提供の調整及び苦情処理に関すること。 

 (4) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条に定める養護老人ホーム

及び特別養護老人ホームの入所措置等の判定に関すること。 

 (5) 老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条の規定による老人福祉計

画及び介護保険事業計画（以下「計画」という）の策定に関すること。 

 (6) 策定された計画の進捗状況の点検に関すること。 

 (7) 支援センターの設置及び担当する圏域の設定について審議すること。 

 (8) 支援センターの運営及び評価について審議すること。 

 （9）介護保険法第１１５条の４７第１項の規定による包括的支援事業の委託につ

いて審議すること。 

 （10）介護保険法第５８条第１項の規定による指定介護予防支援事業者が、同項に

規定する指定介護予防支援の一部を同法第１１５条の２３第３項の規定により

- 1 -



委託することについて審議すること。 

(11) 町が介護保険法第４２条の２第５項、第７８条の２第７項、第７８条の４第

６項に定める地域密着型サービスの介護報酬額の設定、事業者の指定等及び事

業者の指定基準の設定を行う場合に際し、町長に対して意見を述べること。 

 (12) 高齢者に関する保健福祉等の施策を町長に提言すること。 

 （組織） 

第３条 調整会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。 

 (1) 一般社団法人尾北医師会代表 

 (2) 一般社団法人尾北歯科医師会代表 

 (3) 愛知県江南保健所職員 

 (4) 社会福祉法人大口町社会福祉協議会代表 

 (5) 大口町民生委員・児童委員協議会代表 

 (6) 大口町代表健康推進員連絡会代表 

 (7) 大口町老人クラブ連合会代表 

 (8) 町内介護保険施設代表 

 (9) 町内高齢者対象ボランティア団体代表 

 (10) 老人福祉及び介護保険サービス利用者又はその介護者代表 

 (11) 大口町介護支援専門員連絡会議代表 

 (12) 大口町高齢者福祉協力員連絡会議代表 

 (13) 識見を有する者 

 (14) その他町長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （運営） 

第５条 調整会議に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
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３ 委員長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 調整会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員総数の半数

以上の委員が出席しなければ会議を開催することができない。 

２ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに

よる。 

３ 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聞くことができる。 

 （庶務） 

第７条 調整会議の庶務は、健康福祉部健康生きがい課において処理する。 

 （その他必要事項） 

第８条 この条例に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、町長が定め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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